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悪意を持った委託先の従業者によって、不正に持ち出された約８６４万件もの大量の個

人情報の漏えいした事故が、平成１９年３月１２日に明らかにされました。この事故は、

受託事業者における安全管理措置等の業務実施環境に対応した適切かつ十分な従業者の管

理・監督が行われていなかったことが主要な原因です。 
一方、業務発注事業者側においても、発注業務目的の達成に必要と考えられる以上の個

人情報を受託者に預けていたことが判明しました。そのために、今回の漏えい事故によっ

て持ち出された約１５万件の個人情報がインターネット通販詐欺に利用され一部の個人に

実害が生じることとなりました。 
 
今回の事故を踏まえ、個人情報を委託及び受託する際には、以下の事項を徹底するよう

お願い致します。 
・ 個人情報の取扱場所における安全管理措置について、組織的・人的・物理的・技術的な

側面及び総合的に十分であるかを定期的・継続的に点検し、必要な改善措置を講じるこ

と。 
・ 個人情報の取扱業務を再委託等で複数事業者の協力を得て実施する場合には、責任体制

を明確にすること。 
・ 個人情報の取扱業務を委託する場合には、十分な安全管理措置が講じられている委託先

を選定するとともに、委託後も適切に監督すること。 
・ 個人情報の取扱業務を委託する場合には、業務目的の達成に必要な範囲の情報に限定し

て提供すること。 
・ 従業者に対する個人情報保護に関する教育を徹底すること。 
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